
様式⑥ 

 

誓  約  書 

 

 今般、下記の物件について、農地法第  条の規定による農地転用申請をな

すにあたり、下記の事項を履行することを誓約します。 

 

記 

 

１．許可を受けた後は、速やかに着工し、転用目的どおり、施工します。 

２．転用目的どおりにできない事情が生じた場合は、計画変更等の前に、農地

法上の手続きについて、事前に農業委員会及び県に相談します。 

３．農地転用に伴う地目変更の際は、農業委員会の発行する現況証明にもとづ

いて地目変更手続きを行います。 

４．県知事の許可があるまでは、申請地に対して、工事着工はいたしません。 

５．工事進捗状況（本件許可の日から３か月後及びその１年後ごと）及び工事

完了の報告をいたします。 

６．転用許可後においても近傍農地に紛争や被害が生じた場合は、誠意をもっ

て話合い、責任をもって解決を図ります。 

 

 

申請地  京都郡みやこ町      字         

番地   ほか    筆     ㎡ 

 

福 岡 県 知 事 殿 

 

           申請者 住所                   

 

               氏名                 印 

 

 

令和   年    月    日 


